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人
権
・
行
政
相
談
所
を
開
き
ま
す

水
と
み
ど
り
の
森
づ
く
り
税

水
と
み
ど
り
の
森
づ
く
り
税

４
月
１
日（
金
）か
ら
導
入

県
民
み
ん
な
で「
み
ど
り
の
財
産
」を
次
の
世
代
へ

県
民
み
ん
な
で「
み
ど
り
の
財
産
」を
次
の
世
代
へ

対
象
と
な
る
人

　

熊
本
県
内
に
住
所
、
事
業
所
な
ど

が
あ
る
個
人
お
よ
び
法
人
。

※
生
活
保
護
法
の
生
活
扶
助
を
受
け

て
い
る
人
や
前
年
中
の
所
得
が
一

定
額
以
下
の
人
な
ど
の
県
民
税
均

等
割
が
非
課
税
の
人
に
は
課
税
さ

れ
ま
せ
ん
。

税　

額

・
個
人

　

年
額
５
０
０
円

・
法
人

年
額
１
、
０
０
０
円
〜

４
０
、
０
０
０
円(

法
人
県
民
税

均
等
割
の
５
％
相
当
額
）

納
税
方
法

　

現
在
の
県
民
税
の
納
税
方
法
と
同

じ
で
す
。

・
個
人

給
与
所
得
者
は
給
与
か
ら
差
し
引

か
れ
、
自
営
業
者
な
ど
は
市
町
村

か
ら
送
付
さ
れ
る
納
付
書
で
納
め

ま
す
。

・
法
人

　

県
へ
の
申
告
で
納
め
ま
す
。

税
収
規
模

　

年
間　

約
４
億
２
千
万
円

税
制
の
検
討

　

導
入
後
５
年
を
め
ど
に
、
税
収
を

活
用
し
た
事
業
の
効
果
な
ど
を
検
証

し
、
税
制
の
見
直
し
を
検
討
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　

熊
本
県
庁

　

1
０
９
６
（
３
８
３
）
１
１
１
１

・
税
の
用
途

　
　

林
政
課　
　

内
線　

５
５
９
３

・
税
の
制
度

　
　

税
務
課　
　

内
線　

３
３
６
９

土
地
・
家
屋
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

　

納
税
者
の
皆
さ
ん
に
固
定
資
産
税

を
信
頼
し
て
も
ら
う
こ
と
を
目
的
に

情
報
開
示
が
拡
充
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

４
月
１
日
（
金
）
か
ら
新
た
に
作

成
さ
れ
る
平
成
17
年
度
縦
覧
帳
簿
の

菊
池
市
内
の
土
地
・
家
屋
の
価
格
を

期
間
中
、
納
税
者
の
皆
さ
ん
が
縦
覧

で
き
ま
す
。

縦
覧
帳
簿
を
縦
覧
で
き
る
人

・
土
地
ま
た
は
家
屋
の
納
税
者

・
納
税
者
の
同
居
親
族

・
納
税
管
理
人
・
委
任
状
持
参
の
代

理
人

・
賦
課
期
日
以
後
の
新
所
有
者

※
土
地
の
納
税
者
は
土
地
の
、
家
屋

の
納
税
者
は
家
屋
の
、
両
資
産
の

納
税
者
は
土
地
・
家
屋
両
方
の
縦

覧
帳
簿
の
縦
覧
が
で
き
ま
す
。
た

だ
し
、
そ
の
資
産
が
免
税
点
の
場

合
は
縦
覧
で
き
ま
せ
ん
。

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

　

固
定
資
産
課
税
台
帳
（
土
地
・
家

屋
等
）
に
登
録
さ
れ
て
い
る
価
格
な

ど
の
事
項
は
、
平
成
17
年
度
の
固
定

資
産
税
の
課
税
の
基
礎
に
な
る
た
め
、

関
係
者
の
人
は
縦
覧
期
間
内
に
こ
の

内
容
を
閲
覧
で
き
ま
す
。

　

固
定
資
産
の
評
価
は
、
総
務
大
臣

が
定
め
た
固
定
資
産
評
価
基
準
に
基

づ
い
て
行
わ
れ
、
市
長
が
そ
の
価
格

を
決
定
し
、
こ
の
価
格
を
も
と
に
課

税
標
準
額
を
算
定
し
ま
す
。
こ
の
よ

う
に
し
て
決
定
し
た
価
格
や
課
税
標

準
額
は
、
菊
池
市
固
定
資
産
課
税
台

帳
に
登
録
さ
れ
ま
す
。

　

閲
覧
で
き
る
関
係
者
と
は
、
納
税

義
務
者
で
あ
る
本
人
、
ま
た
は
同

居
の
親
族
お
よ
び
納
税
管
理
人
で
す
。

代
理
で
閲
覧
す
る
場
合
は
、
委
任
状

が
必
要
で
す
。

縦
覧
・
閲
覧
期
間

　

４
月
１
日（
金
）〜
５
月
31
日（
火
）

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

※
土
・
日
・
祝
祭
日
の
閉
庁
日
を
除
く

持
参
す
る
も
の

　

納
税
通
知
書
ま
た
は
課
税
明
細

書
・
印
か
ん
・
委
任
状
な
ど
（
縦
覧

す
る
人
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
の
で

詳
細
は
、
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）

※
縦
覧
期
間
中
の
閲
覧
・
縦
覧
手
数

料
は
無
料
で
す
が
、
課
税
台
帳
の

写
し
が
必
要
な
場
合
は
有
料
（
一

件
に
つ
き
３
０
０
円
）
で
す
。

縦
覧
・
閲
覧
場
所
お
よ
び

問
い
合
わ
せ
先

・
菊
池
総
合
支
所
税
務
課

・
七
城
総
合
支
所

　
　

総
務
振
興
課
税
務
係

・
泗
水
総
合
支
所

　
　

総
務
振
興
課
税
務
係

・
旭
志
総
合
支
所

　
　

総
務
振
興
課
税
務
係

　
森
林
は
、
水
を
蓄
え
た
り
、
土
砂
崩
れ
を
防
い
だ
り
、
地
球
温
暖

化
の
原
因
の
一
つ
で
あ
る
二
酸
化
炭
素
（
Ｃ
Ｏ
２
）
を
吸
収
し
た
り

す
る
な
ど
、
多
く
の
働
き
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
近
年
、
手
入
れ
が
十
分
に
さ
れ
な
い
森
林
が
増
え
、
働

き
の
低
下
が
心
配
さ
れ
て
い
ま
す
。
森
林
を
み
ん
な
の
財
産
と
し
て

県
民
全
体
で
守
り
育
て
、
次
の
世
代
へ
引
き
継
い
で
い
く
た
め
に
は
、

一
刻
も
早
い
対
策
が
必
要
で
す
。

　
そ
こ
で
、
従
来
の
取
り
組
み
に
加
え
、
こ
の
税
を
活
用
し
て
森
林

の
働
き
の
維
持
・
増
進
を
図
る
施
策
な
ど
に
取
り
組
み
ま
す
。

軽自動車税 固定資産税 市県民税 国民健康保健税

１
期

５月 31日
（火）

５月 31日
（火）

６月 30日
（木）

１
期

８月１日
（月）

５
期

11月 30日
（水）

２
期 －

８月１日
（月）

８月 31日
（水）

２
期

８月 31日
（水）

６
期

12月 26日
（月）

３
期 －

９月 30日
（金）

10月 31日
（月）

３
期

９月 30日
（金）

７
期

１月 31日
（火）

４
期 －

11月 30日
（水）

12月 26日
（月）

４
期

10月 31日
（月）

８
期

２月 28日
（火）

※口座振替を利用する場合は、25日が振替日です（再振替は翌月の 10日）
※振替日が土日祭日の場合は、その翌日です

平
成
17
年
度
の
土
地
や
家
屋
の

価
格
の
縦
覧
と
固
定
資
産
課
税

台
帳
の
閲
覧
が
で
き
ま
す

INFORMATION INFORMATION
　

現
在
、
平
成
16
年
度
分
の
地
下
水

採
取
量
報
告
の
受
け
付
け
を
し
て
い

ま
す
。

　

地
下
水
採
取
の
実
態
を
把
握
す
る

た
め
に「
熊
本
県
地
下
水
保
全
条
例
」

で
は
、
地
下
水
を
採
取
し
て
い
る
人

に
、
採
取
の
届
出
と
年
１
回
の
採
取

量
報
告
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

す
で
に
届
出
を
し
て
い
る
人
に
は

報
告
書
様
式
が
送
付
さ
れ
て
い
ま
す

の
で
、
必
要
事
項
を
記
入
し
て
、
４

月
28
日
（
木
）
ま
で
に
最
寄
り
の
総

合
支
所
民
生
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

　

未
届
け
の
人
は
、
早
急
に
届
出
を

お
願
い
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
吐
出
口
の
断
面
積
が
６

平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
（
口
径

約
2.8
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
）
の
揚

水
設
備
で
地
下
水
を
採
取
す
る
場
合

が
届
出
な
ど
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
・
提
出
先

環
境
課　

ま
た
は　

七
城
・
泗

水
・
旭
志
の
各
総
合
支
所
民
生
課

　

熊
本
県
で
は
、
母
子
家
庭
の
お
母

さ
ん
が
自
ら
行
う
通
学
・
通
信
教
育

で
の
資
格
や
技
能
習
得
の
チ
ャ
レ
ン

ジ
を
経
済
的
に
応
援
す
る
事
業
や
、

資
格
取
得
の
た
め
、
学
校
な
ど
の
養

成
機
関
に
現
在
在
学
中
の
母
子
家
庭

の
お
母
さ
ん
の
経
済
的
負
担
軽
減
を

図
る
事
業
な
ど
で
就
業
に
よ
る
経
済

的
自
立
を
支
援
し
て
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
情
報
を
冊
子
に
ま
と
め
た
、

熊
本
県
母
子
家
庭
自
立
支
援
給
付
金

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
「
お
母
さ
ん
の
た
め

の
資
格
取
得
入
門
」
を
、
現
在
、
菊

池
市
役
所
と
各
総
合
支
所
の
窓
口
で

無
償
配
布
し
て
い
ま
す
。

　

母
子
家
庭
の
お
母
さ
ん
で
希
望
す

る
人
は
、
各
窓
口
で
受
け
取
っ
て
く

だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　

福
祉
課　

ま
た
は

　

各
総
合
支
所
民
生
課

　

市
民
の
皆
さ
ん
の
家
族
間
の
問
題

や
財
産
・
相
続
の
問
題
、
差
別
・
い

じ
め
な
ど
の
「
人
権
」
や
「
行
政
」

な
ど
の
問
題
で
困
っ
て
い
ま
せ
ん
か
。

　

心
配
ご
と
な
ど
を
、
気
軽
に
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。

　

相
談
は
無
料
で
す
。

と　

き　

４
月
19
日
（
火
）

　
　
　
　

午
前
10
時
〜
正
午

と
こ
ろ　

菊
池
市
中
央
公
民
館

相
談
員　

人
権
擁
護
委
員
、

　
　
　
　

行
政
相
談
委
員

問
い
合
わ
せ
先　
　

市
民
課

市営住宅補充入居者を募集します市営住宅補充入居者を募集します ４
月
28
日（
木
）ま
で
に
地
下
水
採

取
量
の
報
告
を
お
願
い
し
ま
す

「
お
母
さ
ん
の
た
め
の
資
格
取
得

入
門
」を
無
償
配
布
し
ま
す

　現在、市営住宅に空き部屋はあ
りませんが、平成17年度中に空き
部屋が発生した際の補充入居者を
次の要領で募集します。受付期間
内に申し込みした人は、希望の団
地ごとの抽選で入居順位を決定し、
空き部屋の紹介をします。

申し込み受付期間
　４月１日（金）～
　５月16日（月）
申し込み受付場所
市役所第３庁舎２階住宅課
（旧菊池市中央公民館講堂）・
各総合支所建設課
申し込みを受け付ける市営住宅
旧菊池市区域
　葉山、音町、北宮、音光寺、
　渕園、中町、袈裟尾
旧七城町区域
　砂田、蛇塚、元村、林原、
　林原第２、流川
旧旭志村区域
　あさひが丘、高柳、岩本
旧泗水町区域
　朝日東、朝日西、福本、田島、
　迫田
申し込み資格
　次の①～④のすべてに該当して
いること
①現在、住宅に困窮していること
②同居する親族（婚約者などを含
む）があること（満50歳以上の
人は単身でも可）

③税金などの滞納がないこと
④定められた収入基準内（世帯の
月額所得の合計が20万円以下）
であること

申し込みに必要な書類
・平成17年度市営住宅入居申込書、

住宅状況申告書（市役所に備え
つけてあります）

・住民票の謄本（同居予定者全員
分）

・平成16年度所得証明書
（18歳以上の同居予定者全員分）
※ただし、18歳以下でも仕事をし
ている人は必要

・平成16年度分納税証明書（同居
予定者で課税対象者全員分）

※最近退職した人、退職予定の人、
各種年金を受給している人、母
子（父子）家庭の人、同居予定
者が婚約者の人は、事前に申し
出てください。

※市町村合併前に入居申込みをし
ていた人も、今回、新たに申し
込みが必要です。

※今回の申込書類一式の有効期間
は平成18年３月31日（金）ま
でです。

申し込み方法
　必要書類などをすべて揃えて、
入居希望団地を選定（最高３ヶ
所）し、直接または郵送（期間最
終日消印有効）で受付期間内に申
し込んでください。
補充入居順位の選考
　団地ごとの抽選で、平成17年度
中に空き部屋が生じた場合の入居
紹介順位を決定します。
抽選日時・場所
　５月29日（日）午前９時から・
菊池市総合体育館サブアリーナ
※申込書その他書類などに虚偽の
申告があった場合、入居申込み
は無効となりますので注意して
ください。

問い合わせ先　住宅課　または
　　　　　　　各総合支所建設課


